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長寿支援課からのお知らせ

１．原案作成委託料の支払業務に係る変更について

現在、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者が、地

域包括支援センターに代わり介護予防支援等を実施した場合は、地域包括支

援センターが委託先の居宅介護支援事業者に対し原案作成委託料の支払を行

っています。

この原案作成委託料支払業務について、令和７年度から山口県国民健康保

険団体連合会（以下「国保連合会」という。）が業務を開始することに伴

い、本市においても本業務を国保連合会へ委託する予定です。

ついては、原案作成委託料に関しては、以下の取り扱いとなりますので、

ご留意ください。

１ 委託開始時期について

令和７年５月審査分（令和７年４月サービス分）から

２ 支払方法について

(1) 地域包括支援センターが国保連合会に対して請求した介護報酬（介護

予防支援費・介護予防ケアマネジメント費）を基に国保連合会で原案作成

委託料を計算し、国保連合会から委託先の居宅介護支援事業者へ委託料

が支払われます(別紙１「運用フロー図」参照)。

(2) 毎月月末に介護報酬の支払と合算され支払われます。振込金額等につ

いては支払通知書(「介護給付費等支払決定額通知書」及び「原案作成委

託料支払内容明細書」)でご確認ください(別紙２「介護給付費等支払決定

額通知書等の変更点」参照)。

３ 県外被保険者の取り扱いについて

県外被保険者分については、従前どおり地域包括支援センターから支払

われます。

４ 債権譲渡の場合の取り扱いについて

委託先居宅介護支援事業者が介護報酬を債権譲渡している場合は、原案

作成委託料も債権譲渡先に支払われます。
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５ 介護予防支援費等の「過誤取り下げ」または給付管理票の「取消」につい

て

介護予防支援費等の「過誤取り下げ」または給付管理票の「取消」が発生

した場合は、過誤取り下げ分または取消分の給付管理票に係る原案作成委

託料が当月の支払額から相殺されます。

６ 問い合わせ先

〒750-8521 下関市南部町１番１号

下関市福祉部長寿支援課地域包括ケア推進室

ＴＥＬ ０８３－２３１－１３４５
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〇 運用フロー図

別紙１
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〇 介護給付費等支払決定額通知書等の変更点

別紙２

原案作成委託料欄を追加する
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２．第１号介護予防支援事業の包括的な委託について

令和６年４月から介護予防支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所

（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）が介護予防支援を直接実施す

ることが可能となったことに伴い、厚生労働省から令和６年４月２６日付

「指定居宅介護支援事業者が市長村長からの指定を受けて介護予防支援を実

施する場合の留意事項について」（介護保険最新情報 Vol.1260）が発出され

ました。このことを踏まえ、「指定居宅介護支援事業所が行っている介護予

防支援が、第１号介護予防支援事業（以下「介護予防ケアマネジメント」と

いう。）に変更となり、当該指定居宅介護支援事業所が地域包括支援センタ

ーから委託を受ける」場合には、地域包括支援センター及び指定居宅介護支

援事業所の手続きの負担軽減のため、新たな手続き及び届出の手法を導入し

ます。

１ 契約のパターン

●介護予防支援を利用（例：介護予防訪問看護等の介護予防サービス）

(1) 利用者が地域包括支援センターと契約

(2) 利用者が指定居宅介護支援事業所と契約（【新】令和６年４月１日～）

●介護予防ケアマネジメントを利用（例：訪問型サービス等の総合事業）

(3) 利用者が地域包括支援センターと契約

※利用者と居宅介護支援事業所との直接契約は不可（センターからの委託は可）

●介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを交互に利用

例：１月は訪問型サービスと介護予防訪問看護を利用（介護予防支援の対象）

２月は訪問型サービスのみ利用（介護予防ケアマネジメントの対象）

(4) 利用者、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所の三者契約

２ 利用開始時の手続き

(1) 介護予防ケアマネジメントについて、地域包括支援センターと指定居

宅介護支援事業所が包括的な委託契約を締結

(2) 利用者、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所との間で、

介護予防支援については指定居宅介護支援事業所が実施し、介護予防ケ

アマネジメントについては、地域包括支援センターから指定居宅介護支

援事業所への委託により実施する旨の三者契約を締結

(3) 指定居宅介護支援事業所が、自事業所分と地域包括支援センター分の

「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届
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出書」【別紙１】の、それぞれの右上部の区分の「新規」と「包括的委託」

を〇で囲んだ上で、「包括的な委託」であることを申し添えて介護保険課

給付係に提出

３ サービス種別変更時の手続き（介護予防支援⇔介護予防ケアマネジメント）

(1) サービス種別の変更について、指定居宅介護支援事業所から地域包括

支援センターに電話等で報告し、被保険者番号・住所・氏名等の必要な

情報を共有（共有したことの記録を作成）

(2) 指定居宅介護支援事業所が、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書」【別紙１】の右上部の区分の「変更」

と「包括的委託」を〇で囲んだ上で、「包括的な委託の変更」であること

を申し添えて介護保険課給付係に提出

４ 運用開始日

令和７年４月１日

５ 届出書様式

届出書の様式は、下関市ホームページに掲載しています。次の方法により

検索し、ダウンロードして使用してください。コンテンツ名は、「介護予防・

日常生活支援総合事業の利用手続き及び介護予防ケアマネジメントに関す

る様式」又は「マイナンバー制度開始後の介護保険に関する申請書」です。

(1) 市ホームページのサイト内検索にて、「介護予防サービス計画作成依頼

（変更）届出書」と検索する。

(2) 該当ＵＲＬを指定する。

・https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/40/61978.html

・https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/43/4473.html

６ 問い合わせ先

〒750-8521 下関市南部町１番１号

(1) 介護予防ケアマネジメントの届出に関すること

下関市福祉部長寿支援課支援係（本庁舎西棟２階Ａ２窓口）

ＴＥＬ ０８３－２３１－１３４０

(2) 介護予防支援の届出に関すること

下関市福祉部介護保険課給付係（本庁舎西棟２階Ａ５窓口）

ＴＥＬ ０８３－２３１－１１３９
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様式第２１号（第１２条の２関係）

事業所番号 事業所番号

事業所を変更する場合の事由等（※事業所を変更する場合のみ記入してください。）

（市記入欄）

個人番号確認

 個人番号確認

 通知ｶｰﾄﾞ・住民票表示

 システム確認

  有  ・  無

  有  ・  無

 □確認済み

下関市（　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　地域包括支援センター

事業所名

事業所の住所　〒

　　　　　　　　　　連絡先（　　　）

　（宛先）下関市長
　
　　上記の介護予防支援事業者に、　　年　　月　　日から介護予防サービス計画の作成又は、
　介護予防ケアマネジメントを依頼することを届け出します。

　　　　年　　月　　日

　被保険者　　　住所

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　）

写
真

付
は
１

点

写
真

無
は
２

点

身
元
確
認

 □その他（　　　　　　　　　　　　　　）

 □委任状　□その他（　　　　　　）  □介護保険者証　□介護保険負担割合証

 □介護保険負担限度額認定証

 □資格確認書（健康保険・後期高齢）

 □介護支援専門員証

提出  □本人　□代理　□使者　□郵送  □運転免許証　□旅券　□個人番号カード

介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する事業者

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

個人番号

被保険者氏名

区分

 □介護保険被保険者証  □身体障害者手帳

提出代理（代行）者
 氏名（事業所名）

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（　　　　）

（注意）１　この届出書は、要介護認定の申請時に、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに

　　　　　　下関市へ提出してください。
　　　　２　介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを作成を依頼する事業所を変更する時は、変更事由及び計
　　　　　　画作成開始（変更）年月日を記入のうえ、必ず下関市に届け出てください。届け出のない場合、サービスに係る費用を

　　　　　　一旦、全額自己負担していただくことがあります。
　　　　３　介護予防支援業務受託事業所は、この届出書を、介護予防支援業務を依頼した地域包括支援センターへ提出してくださ
　　　　　　い。

代理権の確認

別紙１

新規・変更・包括的委託

フリガナ

生年月日 　　　年　　月　　日

被保険者番号
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３．高齢者補聴器購入費助成事業について

６５歳以上の方で、一定の要件を満たす方が補聴器を購入するための費用に

対し助成（上限 30,000 円）を行います。

※予算額に限りがあります。当年予算の上限に達し、申請受付を終了する

場合は、市ＨＰでお知らせします。

１ 対象者

次の(1)～(5)のいずれにも該当する６５歳以上の高齢者の方

(1) 市内に住所を有している方

(2) 補聴器購入希望者本人の住民税が非課税であること

(3) 会話音域の平均聴力レベルが中等度難聴の者で、かつ、耳鼻咽喉科を標

榜する医療機関の医師が補聴器の使用が必要と認めるものであること

※ 耳鼻咽喉科で聴力検査を受けることが必要です。

(4) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと

(5) 当該助成事業による助成を受けたことがないこと（助成を受けてから

５年を経過している場合を除く）

２ 助成金額

補聴器本体（補聴器本体の附属品を含む）の購入費の 1/2 の額（100 円未

満の端数は切り捨て。上限 30,000 円。）※集音器、修理代等は対象外

３ 申請方法

(1) 事前準備～申請

申請書、意見書等を入手し、

① 耳鼻咽喉科を受診＝医師の「意見書」作成

② 補聴器販売店へ＝購入予定の補聴器を確認＝「見積書」の作成

③ 「申請書」「意見書」「見積書の写し」を市役所へ提出

※ 申請書等は、長寿支援課、総合支所市民生活課、市ＨＰで入手可能

(2) 補聴器の購入

助成金の交付決定通知書が市役所から届いたら、補聴器販売店に行き、

見積に基づいて３月３１日までに補聴器を購入

※助成の交付決定前に購入した補聴器は助成の対象となりません。

(3) 購入報告と請求

市役所へ下記の書類を提出

市ＨＰ ＱＲコード
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・ 購入報告書（交付決定通知書と一緒にお届けします）

・ 補聴器購入の領収書の写し

・ 助成金請求書（交付決定通知書と一緒にお届けします）

⇒助成金交付確定の通知があり、助成金が口座に振り込まれます。

５ 問い合わせ先

〒750-8521 下関市南部町１番１号

下関市福祉部長寿支援課支援係（本庁舎西棟２階Ａ２窓口）

ＴＥＬ ０８３－２３１－１３４０
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生活支援課からのお知らせ

１．生活保護受給者が介護サービスを受ける場合は

生活保護受給者が介護サービスを受ける場合には、担当ケースワーカーと事

前に協議が必要となりますので、必ずご連絡をお願いします。

２．受給者番号についてのお願い

介護券連名簿に記載された受給者番号で国民健康保険団体連合会へ介護報酬

の請求をしていただくようになっていますが、誤った受給者番号を使用して介

護報酬を請求されている事例が多く見受けられます。

介護報酬を請求される際には、今一度介護券連名簿に記載されている受給者

番号を確認して、請求するようにお願いいたします。

なお、介護券連名簿に名前の記載がない場合は、担当ケースワーカーにご連

絡をお願いします。

【受給者番号の誤り例】

・「医療券」の受給者番号を使用

（多くの場合、医療と介護では、違う受給者番号を使用しています）

・「ケース番号」を使用

・受給者番号が変わっているにも関わらず、古い受給者番号を使用

３．生活保護法による介護機関の指定・廃止等について

（１）指定について

介護機関について、平成２６年７月１日以降に介護保険法における指定又は

許可があったときは、その介護機関は、生活保護法第５４条の２第１項の指定

を受けたものとみなされます。（以下、「みなし指定」という。）ただし、当該

介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。）があ

らかじめ、別段の申出をしたときはこの限りではありません。

ただし、平成２６年６月３０日以前に介護保険法での指定を受けかつ生活保

護法の指定を受けていない介護機関については、みなし指定の対象とはなら

ず、生活保護法の指定を受けようとする場合は、申請が必要となります。
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（２）廃止について

生活保護法指定介護機関の廃止の届出が必要です。

ただし、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設については、法

第５４条の２第２項の規定による指定を受けたものとみなされるため、届出は

不要です。

また、みなし指定された介護機関については、廃止の届出は不要です。

（３）変更・休止・再開・辞退について

すべての介護機関で、生活保護法指定介護機関の届出が必要になります。
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生活保護受給者の暫定ケアプランについて

要介護認定を新規（区分変更）申請した方が、認定結果が出る前に、緊急的に

介護保険サービスを利用する事が必要な場合に、暫定的にケアプランを作成す

ることがありますが、生活保護法上、暫定ケアプランは介護扶助の対象となって

いませんので、ご留意ください。

※生活保護の場合、暫定ケアプランは介護扶助の対象外です
（生活保護法 第 15 条の 2）

生活保護受給中の方の暫定ケアプランによるサービス利用は、原則認められ

ていません。ただし、下記の「やむを得ない理由」に該当する場合に限っては、

暫定ケアプランによるサービス利用を可能としています。

【やむを得ない理由】

① 従前は同居人からの介護を受けていたため、要介護認定の申請を行わずにい

たが、介護を行う同居人に病気等の介護が行えない事由が生じ、急遽事業者

による介護サービスが必要となった場合

② 要介護認定の決定が通常想定される事務処理期間(1 ヶ月間)を著しく越えて

いて、かつその認定の結果を待っていては著しく要介護(支援)者の身体の状

況が悪化すると思われる場合

③ その他すみやかに介護扶助を行う必要があると保護の実施機関（福祉事務所）

が認めた場合

暫定ケアプランによるサービス利用が必要な事例が発生した場合

は、下関市福祉事務所で個別に検討する必要がありますので、担当

ケースワーカーにご相談ください。

※事前に相談がなく、見込んだ要介護度より低く認定された場合、限度額を超過

（平成 13 年 3 月 29 日社援保発第 22 号）｢生活保護法による

介護扶助の運営要領に関する疑義について」問 14 による）
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する部分の費用については、介護扶助では対応できませんのでご注意ください。

今後とも、指定介護機関介護担当規程及び介護方針告示に従って、

法による介護サービスを適切に提供していただくようお願いいたし

ます。

下関市福祉事務所 生活支援課 給付係

（TEL083-231-1172 FAX083-231-1736）
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建築指導課からのお知らせ

自宅等を改修して新たに通所介護等の介護サービス事業所の開設を検討して

いる場合に、使用用途によっては認められない場合もありますので、介護保険

課のみでなく、建築指導課への事前相談もお願いいたします。

⇒問い合わせ先

〒750-8521 下関市南部町１番１号

下関市都市整備部建築指導課

ＴＥＬ ０８３－２３１－１３８０
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例：デイサービスの場合
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下関労働基準監督署からのお知らせ
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